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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
住宅の構造材の配置を設計するＣＡＤによって設計された住宅の構造材の配置情報を記憶
しているＣＡＤデータ記憶手段と、
　ディスプレイ画面に表示すべき住宅の階層を指定する階層指定手段と、
　該階層指定手段の指定した階層の構造材の配置情報を前記ＣＡＤデータ記憶手段から読
み出して平面図として表示する平面図表示手段と
　を備え、さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とするＣＡＤデータ表示装置。
　（１－１）前記平面図表示手段の表示している平面図中で立体表示すべき範囲を指定す
る範囲指定手段を備えていること。
　（１－２）前記平面図表示手段が表示している平面図中で、前記範囲指定手段によって
指定された範囲に含まれる構造材を特定する構造材特定手段を備えていること。
　（１－３）前記構造材特定手段が特定した構造材について、前記範囲指定手段の指定し
た範囲の最外面上に表れるべき切断面の情報を算出する切断面算出手段を備えていること
。
　（１－４）前記構造材特定手段によって特定された構造材について、前記ＣＡＤデータ
記憶手段の記憶している構造材の配置情報と前記切断面算出手段の算出した切断面の情報
とに基づいて、前記範囲指定手段によって指定された範囲内の構造材については立体的な
画像として表示し、当該範囲外の構造材については前記階層指定手段によって指定された
階層面での平面的な画像として表示する三次元画像表示手段を備えていること。
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　（１－５）前記三次元画像表示手段の表示している画像を対象として、少なくとも、回
転・拡大・縮小をした状態の画像を表示させる編集表示手段を備えていること。
【請求項２】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項１記載のＣＡＤデータ表示装
置。
　（２－１）前記ＣＡＤデータ記憶手段には、構造材同士の継手・仕口に関わる情報も記
憶していること。
　（２－２）前記三次元画像表示手段は、前記範囲指定手段によって指定された範囲内に
存在すべき継手・仕口に関わる情報を前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容から読み出し
て立体的な画像として表示する継手・仕口画像表示手段を備えていること。
【請求項３】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項２記載のＣＡＤデータ表示装
置。
　（３－１）前記継手・仕口画像表示手段は、前記範囲内に存在する継手・仕口について
は、当該範囲の最外面で切断することなく、当該継手・仕口が設けられる構造材の画像の
切断面からはみ出す部分の立体的な画像をも表示する手段として構成されていること。
【請求項４】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項２又は３記載のＣＡＤデータ
表示装置。
　（４－１）前記三次元画像表示手段が表示した継手・仕口を指定して、三次元画面の中
で継手・仕口を移動させる継手・仕口移動手段を備えていること。
　（４－２）前記継手・仕口移動手段が移動した継手・仕口について、移動後の位置座標
に基づいて、前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容を書き換える継手・仕口位置更新手段
を備えていること。
【請求項５】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項２～４のいずれか記載のＣＡ
Ｄデータ表示装置。
　（５－１）前記三次元画像表示手段が表示した継手・仕口を指定して、継手・仕口の種
類を変更する継手・仕口種類変更手段を備えていること。
　（５－２）前記継手・仕口種類変更手段によって種類が変更された継手・仕口について
、変更後の種類の継手・仕口に、前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容を書き換える継手
・仕口種類更新手段を備えていること。
【請求項６】
住宅の構造材の配置を設計するＣＡＤによって設計された住宅の構造材の配置情報を記憶
しているＣＡＤデータ記憶手段と、
　ディスプレイ画面に表示すべき住宅の階層を指定する階層指定手段と、
　該階層指定手段の指定した階層の構造材の配置情報を前記ＣＡＤデータ記憶手段から読
み出して平面図として表示する平面図表示手段と
　を備え、さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とするＣＡＤデータ表示装置。
　（６－１）前記平面図表示手段の表示している平面図中で立体表示すべき範囲を指定す
る範囲指定手段を備えていること。
　（６－２）前記平面図表示手段が表示している平面図中で、前記範囲指定手段によって
指定された範囲に含まれる構造材を特定する構造材特定手段を備えていること。
　（６－３）前記構造材特定手段が特定した構造材について、前記範囲指定手段の指定し
た範囲の最外面上に表れるべき切断面の情報を算出する切断面算出手段を備えていること
。
　（６－４）前記構造材特定手段によって特定された構造材について、前記ＣＡＤデータ
記憶手段の記憶している構造材の配置情報と前記切断面算出手段の算出した切断面の情報
とに基づいて、前記範囲指定手段によって指定された範囲内の構造材を、前記平面図表示
手段の表示領域と別に設けられる三次元表示領域に立体的な三次元画像として表示する三
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次元画像表示手段を備えていること。
　（６－５）前記三次元画像表示手段の表示している画像を対象として、少なくとも、回
転・拡大・縮小をした状態の画像を表示させる編集表示手段を備えていること。
　（６－６）前記平面図表示手段は、前記範囲指定手段が指定した範囲を前記平面図に重
ねて表示する手段として構成されていること。
【請求項７】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項１～６のいずれか記載のＣＡ
Ｄデータ表示装置。
　（７－１）前記範囲指定手段によって指定された範囲の垂直方向の範囲を変更し、前記
構造材特定手段、前記切断面算出手段及び前記三次元画像表示手段のそれぞれに対して前
記構造材の特定結果、前記切断面の算出結果及び前記三次元表示領域に表示する三次元画
像の更新処理を実行させる垂直方向範囲変更手段を備えていること。
【請求項８】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項７記載のＣＡＤデータ表示装
置。
　（８－１）前記垂直方向範囲変更手段は、前記階層指定手段によって指定された階層の
一つ上又は一つ下の階層まで垂直方向の範囲を広げる手段として構成されていること。
【請求項９】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項６～８のいずれか記載のＣＡ
Ｄデータ表示装置。
　（９－１）前記三次元画像表示手段は、前記三次元画像としての表示を背面側の線が見
えなくなるソリッドモデルとして表示するソリッドモデル表示モードと、背面側の線も見
えるスケルトンモデルとして表示するスケルトンモデル表示モードとを備えていること。
　（９－２）前記三次元画像表示手段に対して、前記ソリッドモデル表示モードとスケル
トンモデル表示モードのいずれを選択するかを指令する表示モード切替手段を備えている
こと。
【請求項１０】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項９記載のＣＡＤデータ表示装
置。
　（１０－１）前記三次元画像表示手段によって表示された三次元画像の中から構造材を
特定して、当該特定された構造材を非表示状態とする特定構造材非表示化手段を備えてい
ること。
【請求項１１】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項９又は１０記載のＣＡＤデー
タ表示装置。
　（１１－１）前記ＣＡＤデータ記憶手段が、継手・仕口に関わる情報として金物の取り
付け位置と種類とを特定する情報を記憶していること。
　（１１－２）前記ＣＡＤを用いて住宅の設計を行う際に継手・仕口として採用し得る金
物の種類と寸法・形状とを対応させた金物データを記憶している金物データ記憶手段を備
えていること。
　（１１－３）前記三次元画像表示手段は、前記範囲指定手段によって指定された範囲内
に存在すべき金物を前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容から読み出して、前記ソリッド
モデル表示モード及びスケルトンモデル表示モードのいずれのモードにおいてもソリッド
モデルの画像として表示する金物表示手段を備えていること。
　（１１－４）前記三次元画像表示手段によって表示された三次元画像の中から継手金を
特定して、当該特定された金物を非表示状態とする特定金物非表示化手段を備えているこ
と。
【請求項１２】
さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とする請求項１～１１のいずれか記載のＣ
ＡＤデータ表示装置。
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　（１７－１）前記三次元画像表示手段が表示した構造材を指定して、構造材の寸法を変
更する構造材寸法変更手段を備えていること。
　（１７－２）前記構造材寸法変更手段によって寸法が変更された構造材について、変更
後の寸法に、前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容を書き換える構造材寸法更新手段を備
えていること。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、木造家屋の骨組み構造を設計する際の支援装置に係り、特に、プレカット加
工データを作成するための支援装置及び支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅建築のための各種ＣＡＤ装置が提案されている。
【０００３】
　例えば、伏図を作成するに当たり、コンピュータの画面上で梁の両端の２点を入力する
ことによりコンピュータに梁の画像データを作成させ、この画像データに基づいて画面上
に梁を表す画像を表示させるようにしたＣＡＤ装置が提案されている（特許文献１）。
【０００４】
　また、近年採用されることの多くなった金物工法に関連して、設計用コンピュータに金
物の施工マニュアル等の基礎情報を記憶する記憶部を備えさせ、この基礎情報と当該設計
用コンピュータにより生成された建築物の設計情報とに基づいて、金物に関する演算を行
い、金物を選択し、取付け位置を決定する様にしたＣＡＤ装置も提案されている（特許文
献２）。この提案の装置によれば、金物取付配置図や金物取付図を出力することができる
とされている。
【０００５】
　さらに、ＣＡＤ等によって作成された平面図データから柱、壁等の部材を認識して透視
図（パース）や立面図、断面図を自動的に作成する技術も提案されている（特許文献３）
。
【０００６】
　また、部材の三次元モデルおよび工程手順の何れか一方が変更になった場合にも、他方
に変更を加えることなく、その変更を施工状況の三次元表示に反映させることができ、こ
れにより、効率的な施工計画を行うこが可能な施工計画支援システムも提案されている（
特許文献４）。
【特許文献１】特開平１１－８５８１４（要約）
【特許文献２】特開２００２－２４２４３１（要約、図５、図６）
【特許文献３】特開２００２－２４２４３１（要約、図１０、図１１、図１５～図２０）
【特許文献４】特開２００１－２４９９８５（要約、図２、図７～図２０）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１，２が提案する技術によれば、プレカット加工データの設計作業を大幅に改
善することができる。しかし、例えば特許文献２が出力する金物取付配置図や金物取付図
だけでは、継手・仕口部分の設計が正しく行われているか否かを容易に判断できない場合
があるという問題があった。
【０００８】
　特許文献３，４が提案するパース等の三次元表示は、設計者にとって有効な情報となる
。しかしながら、全体の構造材の配置密度等を把握するのには適していても、構造材同士
の連結部分を特定してチェック等を行う場合には、却って表示が複雑でチェック等の作業
がやり難いという問題がある。
【０００９】
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　そこで、本発明は、木造家屋の設計に当たり、必要な部分の設計結果を容易にチェック
することができる様にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するためになされた本発明のＣＡＤデータ表示装置は、住宅の構造材の
配置を設計するＣＡＤによって設計された構造材の配置情報を記憶しているＣＡＤデータ
記憶手段と、ディスプレイ画面に表示すべき住宅の階層を指定する階層指定手段と、該階
層指定手段の指定した階層の構造材の配置情報を前記記憶手段から読み出して平面図とし
て表示する平面図表示手段とを備え、さらに、以下の構成をも備えていることを特徴とす
る。
【００１１】
　（１－１）前記平面図表示手段の表示している平面図中で立体表示すべき範囲を指定す
る範囲指定手段を備えていること。
【００１２】
　（１－２）前記平面図表示手段が表示している平面図中で、前記範囲指定手段によって
指定された範囲に含まれる構造材を特定する構造材特定手段を備えていること。
【００１３】
　（１－３）前記構造材特定手段が特定した構造材について、前記範囲指定手段の指定し
た範囲の最外面上に表れるべき切断面の情報を算出する切断面算出手段を備えていること
。
【００１４】
　（１－４）前記構造材特定手段によって特定された構造材について、前記ＣＡＤデータ
記憶手段の記憶している構造材の配置情報と前記切断面算出手段の算出した切断面の情報
とに基づいて、前記範囲指定手段によって指定された範囲内の構造材については立体的な
画像として表示し、当該範囲外の構造材については前記階層指定手段によって指定された
階層面での平面的な画像として表示する三次元画像表示手段を備えていること。
【００１５】
　（１－５）前記三次元画像表示手段の表示している画像を対象として、少なくとも、回
転・拡大・縮小をした状態の画像を表示させる編集表示手段を備えていること。
【００１６】
　上記（１－１）～（１－５）の構成を採用した本発明のＣＡＤデータ表示装置によれば
、多数の横架材や柱材などによって構成される住宅の構造の一部を、範囲指定手段によっ
て指定し、当該範囲内についてだけ立体的な表示とすることができる。ここで、建築用Ｃ
ＡＤでは、平面図、立面図等の二次元表示と、パース図の様な三次元表示とを切り替えた
り、別ウインドウで表示可能としたものがある（特許文献３など）。しかし、こうした従
来の装置では、三次元画像を表示するとき、建物の構造の全部が三次元表示とされること
から、オペレータが注目しようとした部位を把握し難い。これに対し、本発明のＣＡＤデ
ータ表示装置によれば、オペレータが注目しようとして指定した範囲だけを立体的な画像
とし、その範囲外の部分は平面的な画像のままとすることで、注目箇所を把握し易いとい
う作用・効果が発揮される。
【００１７】
　即ち、本発明によれば、三次元画像が表示されたときに、オペレータが注目しようとし
た箇所を正しく指定できているか否かは、その他の部分の二次元的な表示の画像との位置
関係から、直ちに判明する。そして、注目すべき箇所を正しく特定できたら、その後は、
編集表示手段を操作して、回転・拡大・縮小等を行い、注目箇所の構造の確認をすること
ができる。なお、本発明において構造材とは、主として、横架材、柱材等の骨組みに関係
する材をいうが、壁材等のパネルも構造材に含めて構わない。
【００１８】
　ここで、本発明のＣＡＤデータ表示装置は、さらに、以下の構成をも備える様にすると
よい。
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【００１９】
　（２－１）前記ＣＡＤデータ記憶手段には、構造材同士の継手・仕口に関わる情報も記
憶していること。
【００２０】
　（２－２）前記三次元画像表示手段は、前記範囲指定手段によって指定された範囲内に
存在すべき継手・仕口に関わる情報を前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容から読み出し
て立体的な画像として表示する継手・仕口画像表示手段を備えていること。
【００２１】
　この様に（２－１）及び（２－２）の構成をも備えさせることにより、例えば、金物工
法においてＣＡＤ装置で設計する際に指定した接合金物（梁受け、ホゾパイプ、ドリフト
ピンなど）の位置や種類が適切であるか否かを容易に確認することができる。もちろん、
在来工法における継手・仕口（蟻溝、ホゾなど）や補助金物（羽子板ボルト、筋交い箱金
物、ホールダウン金物など）についても同様に、上記機能によってその選択等の適否を確
認することができる。
【００２２】
　なお、この「（２－２）継手・仕口画像表示手段」は、以下の様に構成するとよい。
【００２３】
　（３－１）前記継手・仕口画像表示手段は、前記範囲内に存在する継手・仕口について
は、当該範囲の最外面で切断することなく、当該継手・仕口が設けられる構造材の画像の
切断面からはみ出す部分の立体的な画像をも表示する手段として構成されていること。
【００２４】
　即ち、継手・仕口については、構造材の様に指定した範囲の最外面で切断するのではな
く、最外面からはみ出す部分も立体的に表示することで、その種類等を容易に判断するこ
とができるからである。
【００２５】
　また、本発明のＣＡＤデータ表示装置は、さらに、以下の（４－１）及び（４－２）並
びに（５－１）及び（５－２）の構成のいずれか又は両方を備えることができる。
【００２６】
　（４－１）前記三次元画像表示手段が表示した継手・仕口を指定して、三次元画面の中
で継手・仕口を移動させる継手・仕口移動手段を備えていること。
【００２７】
　（４－２）前記継手・仕口移動手段が移動した継手・仕口について、移動後の位置座標
に基づいて、前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容を書き換える継手・仕口位置更新手段
を備えていること。
【００２８】
　（５－１）前記三次元画像表示手段が表示した継手・仕口を指定して、継手・仕口の種
類を変更する継手・仕口種類変更手段を備えていること。
【００２９】
　（５－２）前記継手・仕口種類変更手段によって種類が変更された継手・仕口について
、変更後の種類の継手・仕口に、前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容を書き換える継手
・仕口種類更新手段を備えていること。
【００３０】
　上記構成を備えることにより、本発明の機能を利用して注目箇所をチェックした結果、
継手・仕口を移動させた方がよかったり、継手・仕口の種類を変更した方がよいという場
合に、ＣＡＤデータの書換を、ビジュアルな操作で容易に実行することができる。
【００３１】
　同じく上記目的を達成するためになされた本発明のＣＡＤデータ表示装置は、住宅の構
造材の配置を設計するＣＡＤによって設計された構造材の配置情報を記憶しているＣＡＤ
データ記憶手段と、ディスプレイ画面に表示すべき住宅の階層を指定する階層指定手段と
、該階層指定手段の指定した階層の構造材の配置情報を前記記憶手段から読み出して平面
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図として表示する平面図表示手段とを備え、さらに、以下の構成をも備えていることを特
徴とする。
【００３２】
　（６－１）前記平面図表示手段の表示している平面図中で立体表示すべき範囲を指定す
る範囲指定手段を備えていること。
【００３３】
　（６－２）前記平面図表示手段が表示している平面図中で、前記範囲指定手段によって
指定された範囲に含まれる構造材を特定する構造材特定手段を備えていること。
【００３４】
　（６－３）前記構造材特定手段が特定した構造材について、前記範囲指定手段の指定し
た範囲の最外面上に表れるべき切断面の情報を算出する切断面算出手段を備えていること
。
【００３５】
　（６－４）前記構造材特定手段によって特定された構造材について、前記ＣＡＤデータ
記憶手段の記憶している構造材の配置情報と前記切断面算出手段の算出した切断面の情報
とに基づいて、前記範囲指定手段によって指定された範囲内の構造材を、前記平面図表示
手段の表示領域と別に設けられる三次元表示領域に立体的な三次元画像として表示する三
次元画像表示手段を備えていること。
【００３６】
　（６－５）前記三次元画像表示手段の表示している画像を対象として、少なくとも、回
転・拡大・縮小をした状態の画像を表示させる編集表示手段を備えていること。
【００３７】
　（６－６）前記平面図表示手段は、前記範囲指定手段が指定した範囲を前記平面図に重
ねて表示する手段として構成されていること。
【００３８】
　上記（６－１）～（６－６）の構成を採用した本発明のＣＡＤデータ表示装置は、二次
元表示と三次元表示を別ウインドウで表示するものであるが、三次元表示されているのは
二次元表示されている平面図の全てではなく、範囲指定手段が指定した範囲だけである。
よって、特許文献３などの従来の建築ＣＡＤにおけるパース図の表示の様な煩雑な表示と
ならず、注目箇所を容易に把握することができる。一方、この様に一部のみを三次元表示
するけれども、（６－６）の構成を備えているので、二次元表示において指定範囲が容易
に把握できる。従って、作業中に電話等が入ってオペレータが作業を中断した様な場合に
おいても、作業に戻ったときにどこをチェックしていたかが分からなくなるといったこと
がない。
【００３９】
　また、これら本発明のＣＡＤデータ表示装置は、さらに、以下の構成をも備えるとよい
。
【００４０】
　（７－１）前記範囲指定手段によって指定された範囲の垂直方向の範囲を変更し、前記
構造材特定手段、前記切断面算出手段及び前記三次元画像表示手段のそれぞれに対して前
記構造材の特定結果、前記切断面の算出結果及び前記三次元表示領域に表示する三次元画
像の更新処理を実行させる垂直方向範囲変更手段を備えていること。
【００４１】
　（７－１）の構成をも備えることで、一部分を切り出して表示している三次元画像の垂
直方向の表示範囲を変更することができる。この様な機能を備えることにより、チェック
しようとした範囲を上方又は下方あるいは上下両方に拡大したり縮小したりすることがで
きる。
【００４２】
　この（７－１）の構成をも備える場合、さらに、以下の構成をも備えるとよい。
【００４３】
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　（８－１）前記垂直方向範囲変更手段は、前記階層指定手段によって指定された階層の
一つ上又は一つ下の階層まで垂直方向の範囲を広げる手段として構成されていること。
【００４４】
　（８－１）の構成をも備えることで、チェックしようとする階層の一つ上又は一つ下の
階層まで構造材等のチェック範囲を広げることができる。
【００４５】
　ここで、（６－１）～（６－６）の構成を備えた本発明のＣＡＤデータ表示装置は、さ
らに、以下の構成をも備える様にするとよい。
【００４６】
　（９－１）前記三次元画像表示手段は、前記三次元画像としての表示を背面側の線が見
えなくなるソリッドモデルとして表示するソリッドモデル表示モードと、背面側の線も見
えるスケルトンモデルとして表示するスケルトンモデル表示モードとを備えていること。
【００４７】
　（９－２）前記三次元画像表示手段に対して、前記ソリッドモデル表示モードとスケル
トンモデル表示モードのいずれを選択するかを指令する表示モード切替手段を備えている
こと。
【００４８】
　（９－１），（９－２）の構成をも備えることにより、ソリッドモデル表示とスケルト
ンモデル表示とを切り替えることができる。スケルトンモデル表示に切り替えても、一部
のみを三次元画像として表示しているだけなので、確認しようとする部分以外の線は表示
されないから、表示が煩雑になって見づらいといったことはない。逆に、スケルトンモデ
ル表示をすることで、裏側から見る前に大凡の確認ができるから、ある程度熟練したオペ
レータにとっては裏側から見るための画像の回転操作等を省くことも可能になる。
【００４９】
　ここで、さらに、以下の構成をも備えるとよい。
【００５０】
　（１０－１）前記三次元画像表示手段によって表示された三次元画像の中から構造材を
特定して、当該特定された構造材を非表示状態とする特定構造材非表示化手段を備えてい
ること。
【００５１】
　また、さらに、以下の構成をも備えるとよい。
【００５２】
　（１１－１）前記ＣＡＤデータ記憶手段が、継手・仕口に関わる情報として金物（金物
工法における接合金物や在来工法における補助金物。以下、同じ。）の取り付け位置と種
類とを特定する情報を記憶していること。
【００５３】
　（１１－２）前記ＣＡＤを用いて住宅の設計を行う際に継手・仕口として採用し得る金
物の種類と寸法・形状とを対応させた金物データを記憶している金物データ記憶手段を備
えていること。
【００５４】
　（１１－３）前記三次元画像表示手段は、前記範囲指定手段によって指定された範囲内
に存在すべき金物を前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容から読み出して、前記ソリッド
モデル表示モード及びスケルトンモデル表示モードのいずれのモードにおいてもソリッド
モデルの画像として表示する金物表示手段を備えていること。
【００５５】
　（１１－４）前記三次元画像表示手段によって表示された三次元画像の中から継手金を
特定して、当該特定された金物を非表示状態とする特定金物非表示化手段を備えているこ
と。
【００５６】
　これらの構成をも備えることで、前面の構造材を非表示として裏側の様子をチェックし
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たり、金物を非表示としてその奧のホゾ穴等の様子を確認したりすることができる。この
様な裏側の確認は、回転等の処理だけでは難しい場合もあるが、構造材や金物を特定して
非表示にすることで、容易に裏側の確認ができる。
【００５７】
　また、本発明のＣＡＤデータ表示装置は、さらに、以下の（１７－１）及び（１７－２
）の構成を備えることができる。
【００５８】
　（１７－１）前記三次元画像表示手段が表示した構造材を指定して、構造材の寸法を変
更する構造材寸法変更手段を備えていること。
【００５９】
　（１７－２）前記構造材寸法変更手段によって寸法が変更された構造材について、変更
後の寸法に、前記ＣＡＤデータ記憶手段の記憶内容を書き換える構造材寸法更新手段を備
えていること。
【００６０】
　上記構成を備えることにより、本発明の機能を利用して注目箇所をチェックした結果、
構造材の寸法を変更した方がよいときは、ＣＡＤデータの書換を容易に実行することがで
きる。
【発明の効果】
【００６１】
　本発明によれば、木造家屋の設計に当たり、必要な部分の設計結果を容易にチェックす
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。第１実施形態のプレ
カット加工データ作成支援装置１は、図１に示す様に、ＣＡＤ／ＣＡＭデータ作成プログ
ラムがインストールされたハードディスク２を備えるパーソナルコンピュータ３と、ディ
スプレイ４と、キーボード５と、マウス６と、ＣＤ－ＲＯＭドライブ７と、ＦＤドライブ
８と、プリンタ９とを備えている。ハードディスク２には、ＣＡＤ／ＣＡＭデータ作成プ
ログラムがインストールされると共に、このプログラムを実行するために必要な各種情報
がインストールされている。
【００６３】
　ハードディスク２には、特開２００５－１６５９０６、特開２００５－１６５９０７、
特開２００５－１６５９０８、特開２００５－１６５９０９及び特開２００５－１６５９
１８の実施形態として開示したＣＡＤ／ＣＡＭデータ作成プログラム及び当該プログラム
を実行するための各種情報がインストールされている。
【００６４】
　このＣＡＤ／ＣＡＭデータ作成プログラムを実行することにより、図２に示す様に、デ
ィスプレイ４上において間取りを決定し、図３に示す様に、各階層の横架材及び柱材等の
配置を示す伏図を作成することができる。
【００６５】
　本実施形態では、さらに、金物工法における接合金物や在来工法における補助金物のデ
ータベースもハードディスク２にインストールされている。この金物データベースには、
金物の種類及び型番と、その形状・寸法に関するデータとが記憶されている。設計者は、
横架材及び柱材の配置を決定した後、各構造材同士の金物の種類及び型番を決定し、継手
・仕口データとして入力する。
【００６６】
　これにより、ＣＡＤ機能による構造材の配置及び金物の決定がなされ、その結果は、Ｃ
ＡＤデータとしてハードディスク２の記憶領域に記憶される。
【００６７】
　このＣＡＤデータは、住宅を構成する構造材の名称、構造材の種類、両端の三次元位置
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座標、端部の加工の種類、金物の種類及び型番と三次元位置座標からなり、ハードディス
ク２に記憶される。
【００６８】
　以上の様にしてＣＡＤ機能を用いて設計された後、図４に示す様に、チェックすべき階
層を指定して伏図を表示させ、チェックする箇所の中心点を指定すると、切り出しボック
ス１０が表れる。本実施形態では、この切り出しボックス１０として、オペレータが指定
した点を中心とする所定寸法の立方体を採用している。なお、この立方体の寸法は、デフ
ォルト値から任意に変更することができる。
【００６９】
　この後、ＣＡＤプログラムの備えている三次元表示エンジンを作動させ、図５に示す様
に、切り出しボックス１０内に含まれる構造材については立体的な画像として表示し、切
り出しボックス１０の外の構造材については、当該階層面での平面的な画像として表示す
る。但し、この平面的な画像も、本実施形態では、高さ方向のボリュームを無視している
だけであって、データ自体は三次元座標データに基づいている。
【００７０】
　図５は、既に画像を回転させた状態を示しており、指定されている階層において、切り
出しボックス１０に含まれる部分の構造材については、切り出しボックス１０の最外面を
切断面とするソリッドな三次元画像として表示され、それ以外の部分は、階層面の高さの
位置座標に基づいて、回転後の位置座標を決定した平面的な画像として表示される。
【００７１】
　そして、三次元表示エンジンの機能により、拡大を指令すると、図６に示す様に、切り
出しボックス１０の範囲内を拡大して確認することができる。図示の様に、切り出しボッ
クス１０の範囲内に存在する金物２１，２２は、三次元形状の画像としてその構造材への
取付位置に画像表示される。このとき、木口面に設けられる金物２２は、図示の様に、構
造材の切断面からはみ出す部分だけが表示される。金物のデータとしては、形状全体の情
報を持っているが、構造材の内部に組み込まれた部分は構造材のソリッドモデルを前面に
表示することで隠してしまうのである。また、金物２２は、図６において表示されている
部分は、本来は切り出しボックス１０の外に位置するのであるが、構造材の様に切り出し
ボックス１０の最外面で切断することなく表示する。
【００７２】
　次に、上記機能を達成するための表示プログラムの内容について、図７～図９のフロー
チャートに基づいて説明する。この表示プログラムは、ＣＡＤ装置により住宅の構造設計
が完了している状態で起動し、表示対象の住宅の指定を要求する（Ｓ１０）。この要求に
対して、オペレータが住宅を指定すると（Ｓ１０：ＹＥＳ）、続いて、表示すべき階層の
指定を要求する（Ｓ２０）。この要求に対してオペレータが、表示すべき階層を指定する
と（Ｓ２０：ＹＥＳ）、ハードディスク２のＣＡＤデータ記憶領域から表示対象の住宅の
表示対象の階層のデータを読み出し（Ｓ３０）、当該住宅の当該階層の構造材の配置を平
面図として表示する（Ｓ４０）。先に示した図３は、ある住宅の２階の階層を指定して平
面図を表示させた状態である。
【００７３】
　この状態において、表示プログラムは、オペレータが立体表示すべき箇所を指定するの
を待つ（Ｓ５０）。オペレータは、マウス６を操作して、例えば、図４に示した様に、画
面上の点を指定して立体表示を指令すると、マウス６によって指定された点の位置座標を
中心とする切り出しボックス１０の８つのコーナーの位置座標を演算し（Ｓ６０）、この
演算結果に基づいて、切り出しボックス１０内に含まれる構造材を特定する（Ｓ７０）。
【００７４】
　ここで、切り出しボックス１０内に含まれるとは、全部が含まれるものと一部が含まれ
るものの両方を意味する。こうして切り出しボックス１０内に含まれている構造材を特定
したら、さらに、切り出しボックス１０の最外面と交差する構造材を特定する（Ｓ８０）
。
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【００７５】
　ここで、画面上には、図３に示す様に平面図が表示されているけれども、Ｓ３０のデー
タ読み出しでは、例えば、２階から上方に伸びる柱については、データとしてはその上端
の位置座標も読み出されている。従って、Ｓ８０の処理では、横架材だけでなく、柱材に
ついても切り出しボックス１０の最外面と交差する構造材としての特定が行われる。また
、Ｓ７０，Ｓ８０の処理では、図３の平面図に表示されている横架材及び柱材以外の構造
材も判定対象となる。例えば、切り出しボックス１０が窓を含む様な指定がなされた場合
は、表示されている階層より上方に位置する窓台も切り出しボックス１０内に一部でも含
まれていれば含まれる構造材として特定され、切り出しボックス１０と交差する場合は、
交差する構造材としての特定もなされる。
【００７６】
　次に、切り出しボックス１０の最外面と交差する構造材として特定したものについて、
当該交差した面で切断した切断面の位置座標を算出する（Ｓ９０）。続いて、Ｓ８０で特
定した構造材の全てについて、切り出しボックス１０の最外面と交差しないものはＣＡＤ
データそのままのソリッドモデルとして、一方切断面の位置座標が算出された構造材につ
いては、当該切断面を端部とするソリッドモデルとして立体画像データを生成する（Ｓ１
００）。
【００７７】
　続いて、切り出しボックス１０内に含まれる金物を特定する（Ｓ１１０）。この金物の
特定も、表示対象として指定された住宅のＣＡＤデータに基づいて実施される。即ち、Ｃ
ＡＤによる設計が完了した状態においては、金物についても、取付位置や取付方向等が座
標データとして特定し得る状態になっているのである。
【００７８】
　こうして切り出しボックス１０内に含まれる金物を特定したら、これらについてもソリ
ッドモデルの立体画像データを生成する（Ｓ１２０）。そして、金物の立体画像データと
、先に生成した構造材の立体画像データとをディスプレイ４に表示する（Ｓ１３０）。こ
のとき、構造材と金物の立体画像の座標が重なる場合は、構造材が前面側となる様に表示
する。従って、構造材の端部に設けられる金物は、端部から飛び出している部分だけが画
像として表示される。そして、切り出しボックス１０内に存在していても、構造材と構造
材の内部に埋設された状態となる金物は表示されない。
【００７９】
　こうして立体画像を表示しても、オペレータが回転を指示しないままだと、図４に示す
様に、平面図と大差ない表示状態となる。しかし、オペレータがマウス操作によって回転
を指示すると（Ｓ１４０→Ｓ１５０）、三次元表示エンジンの機能により、指令された方
向に指令された角度だけ立体画像の回転が行われる（Ｓ１６０）。このとき、切り出しボ
ックス１０内に含まれる画像はソリッドモデルの立体画像として回転表示され、切り出し
ボックス１０の外に位置する表示対象階層の構造材は、恰も平面図のままの状態で回転表
示される（図５参照）。これは、図３，図４は平面図として見えるものの、実際には、Ｃ
ＡＤデータにおいて階層面までの高さデータが存在していることから、切り出しボックス
１０を土星と考えたときの土星の輪の様に回転表示されるのである。
【００８０】
　また、オペレータがマウス操作によって移動を指令した場合は（Ｓ１４０→Ｓ１５２）
、指令された方向に指令された量だけ画像を移動させる（Ｓ１６２）。さらに、オペレー
タがマウス操作によって拡大を指令した場合は（Ｓ１４０→Ｓ１５４）、指令された拡大
率に基づいて画像を拡大し（Ｓ１６４）、逆に、縮小を指令した場合は（Ｓ１４０→Ｓ１
５６）、指令された縮小率に基づいて画像を縮小する（Ｓ１６６）。これらは、三次元表
示エンジンとして一般的に知られている機能である。一般の三次元エンジンと異なるのは
、切り出しボックス内だけがソリッドモデルとして表示され、切り出しボックス外は指定
された階層面の線図として表示されている点である。この様な表示態様を取ることにより
、図５に示した様に、チェック箇所を正しく指定していることの確認が容易に実施でき、
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特に、その後、図６に示す様に、拡大して細部を表示させる際に混乱を生じない。
【００８１】
　また、回転・移動・拡大・縮小等の操作を経て、オペレータがマウス操作によって金物
編集を指令したときは（Ｓ１７０）、金物編集ルーチンを起動する（Ｓ２００）。
【００８２】
　金物編集ルーチンでは、オペレータによる金物の指定を待ち（Ｓ２１０）、マウスクリ
ック等の操作によって金物が指定されたら（Ｓ２１０：ＹＥＳ）、次に、マウスドラッグ
によって指定された金物について移動が指令されたか、あるいはマウス右クリックによっ
て金物の変更が指令されたかを判定する（Ｓ２２０，Ｓ２３０）。
【００８３】
　金物の移動が指令されたときは（Ｓ２２０：ＹＥＳ）、マウスのドラッグ方向及びドラ
ッグ量に基づいて、指定された金物の画像を移動する（Ｓ２４０）。そして、位置決定が
指令されたら（Ｓ２５０：ＹＥＳ）、ＣＡＤデータにおける当該金物の取付位置情報を移
動後の新たな座標データに基づいて更新する（Ｓ２６０）。
【００８４】
　また、金物の変更が指令されたときは（Ｓ２３０：ＹＥＳ）、指定された金物と同種の
金物として選択可能な金物リスト一覧を表示する（Ｓ２７０）。このとき、現在の金物の
欄をブリンクや色違い表示などによって分かりやすく表示する。そして、オペレータが金
物リスト一覧から金物を選択するのを待ち（Ｓ２８０）、選択がなされたら、金物リスト
一覧を消して立体画像表示の状態に戻すと共に（Ｓ２９０）、新たに選択された金物のデ
ータに基づいて、金物の画像を変更する（Ｓ３００）。そして、決定が指令されたら（Ｓ
３１０：ＹＥＳ）、ＣＡＤデータにおける当該取付位置の金物の種類を新たに選択された
ものへと更新する（Ｓ３２０）。
【００８５】
　なお、他の階層への表示の変更が指令されたときはＳ３０へ戻り（Ｓ３３０）、チェッ
ク箇所の変更が指令されたときはＳ６０へ戻り（Ｓ３４０）、住宅の変更が指令されたと
きはＳ２０へ戻る（Ｓ３５０）。そして、終了が指令されたときは、本プログラムを終了
する（Ｓ３６０）。
【００８６】
　以上説明した様に、本実施形態によれば、多数の横架材や柱材などによって構成される
住宅の構造の一部を、指定した点を中心とする所定の範囲内についてだけ立体的な表示と
することができる。しかも、このとき、画面を切り替えたり、別ウインドウでの表示では
なく、同じ画面において、指定した範囲内だけソリッドモデルとし、当該範囲外について
は高さ方向の厚さを無視した階層面の線図のみとしているので、注目箇所を把握し易い。
【００８７】
　即ち、三次元画像が表示されたときに、オペレータが注目しようとした箇所を正しく指
定できているか否かは、その他の部分の二次元的な表示の画像との位置関係から、直ちに
判明する。そして、注目すべき箇所を正しく特定できたら、その後は、回転・移動・拡大
・縮小等を行い、注目箇所の構造の確認をすることができる。
【００８８】
　また、この際に、金物の位置や種類が適切であるか否かをも容易に確認することができ
る。特に、構造材は切り出しボックス１０との交差部分で切断して見やすくする一方、金
物は切り出しボックス１０との交差部分で切断することなく表示するという様に、構造材
の表示方法と継手・仕口の表示方法を変えていることにより、継手・仕口の確認が容易に
なっている。
【００８９】
　さらに、注目箇所をチェックした結果、継手・仕口を移動させた方がよかったり、継手
・仕口の種類を変更した方がよいという場合に、ＣＡＤデータの書換を、ビジュアルな操
作で容易に実行することができる。
【００９０】
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　次に、第２実施形態について説明する。第２実施形態のプレカット加工データ作成支援
装置３１は、図１１に示す様に、ＣＡＤ／ＣＡＭデータ作成プログラムがインストールさ
れたハードディスク３２を備えるパーソナルコンピュータ３３と、ディスプレイ３４と、
キーボード３５と、マウス３６と、ＣＤ－ＲＯＭドライブ３７と、ＦＤドライブ３８と、
プリンタ３９とを備えている。ハードディスク３２には、ＣＡＤ／ＣＡＭデータ作成プロ
グラムがインストールされると共に、このプログラムを実行するために必要な各種情報が
インストールされている。
【００９１】
　ハードディスク３２には、特開２００５－１６５９０６、特開２００５－１６５９０７
、特開２００５－１６５９０８、特開２００５－１６５９０９及び特開２００５－１６５
９１８の実施形態として開示したＣＡＤ／ＣＡＭデータ作成プログラム及び当該プログラ
ムを実行するための各種情報がインストールされている。
【００９２】
　このＣＡＤ／ＣＡＭデータ作成プログラムを実行することにより、第１実施形態におい
て説明した様に、図２，図３に示した様に、ディスプレイ３４上において間取りを決定し
、各階層の横架材及び柱材等の配置を示す伏図を作成することができる。
【００９３】
　本実施形態では、さらに、金物工法における接合金物や在来工法における補助金物のデ
ータベースもハードディスク２２にインストールされている。この金物データベースには
、金物の種類及び型番と、その形状・寸法に関するデータとが記憶されている。設計者は
、横架材及び柱材の配置を決定した後、各構造材同士の金物の種類及び型番を決定し、継
手・仕口データとして入力する。
【００９４】
　これにより、ＣＡＤ機能による構造材の配置及び金物の決定がなされ、その結果は、Ｃ
ＡＤデータとしてハードディスク３２の記憶領域に記憶される。
【００９５】
　このＣＡＤデータは、住宅を構成する構造材の名称、構造材の種類、両端の三次元位置
座標、端部の加工の種類、金物の種類及び型番と三次元位置座標からなり、ハードディス
ク３２に記憶される。
【００９６】
　まず、本実施形態によって実現されるビューア機能をその表示画面と共に説明する。Ｃ
ＡＤ機能を用いて構造部材の配置及び継手・仕口に用いる金物の種類、型番等を決定した
後、当該設計の完了した住宅の設計データを指定し、さらに、チェックすべき階層を指定
してビューアプログラムを起動する。
【００９７】
　すると、図１２に示す様なビューア画面４０が開かれる。このビューア画面４０は、左
側約１／３の領域にチェックすべき階層の伏図が二次元画像として表示される伏図ウイン
ドウ４１と、その右側の約２／３の領域に三次元画像を表示するための三次元表示ウイン
ドウ４２とを備えている。
【００９８】
　このビューア画面４０の伏図表示ウインドウ４１において、図１３に示す様に、チェッ
クする範囲を四角形の切り出し範囲４３として指定する。すると、三次元表示エンジンが
起動され、右側の三次元表示ウインドウ４２に、切り出し範囲４３に対応する三次元画像
が表示される。このとき、演算処理によって、切り出しボックスが算出されている。この
切り出しボックスは、オペレータが指定した切り出し範囲４３を高さ方向中心位置とする
直方体領域として算出される。この直方体領域を決定する高さ方向の値はデフォルト値と
して設定されている。
【００９９】
　三次元表示エンジンは、切り出し範囲４３を指定することによって定まる直方体（切り
出しボックス）内に含まれる構造材及び金物を立体的なソリッドモデルの画像として表示
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する。なお、図１３のビューア画面４０は、切り出し範囲４３を確定した直後の状態を示
しており、三次元画像として切り出された部分も見た目は平面図となっている。
【０１００】
　この三次元表示ウインドウ４２内の画像表示は、三次元表示エンジンによって管理され
るので、図１４に示す様に、画像を回転させて斜視図の状態にすることもできる。また、
図示を省略したが、拡大・縮小はもちろん、画面内での上下移動によって拡大したときの
表示状態を変更するなどの各種編集表示を実行することができる。
【０１０１】
　また、ビューア画面４０の三次元表示ウインドウ４２内に示されている上矢印マーク４
４は、現在表示中の画像を特定する切り出しボックスを、一つ上の階層まで拡張する機能
を起動するためのボタンである。同じく、ビューア画面４０の三次元表示ウインドウ４２
内に示されている下矢印マーク４５は、現在表示中の画像を特定する切り出しボックスを
、一つ下の階層まで拡張する機能を起動するためのボタンである。さらに、ビューア画面
４０の三次元表示ウインドウ４２内に示されている「透」マーク４６は、現在表示中の画
像を、ソリッドモデル表示からスケルトンモデル表示に切り替えるためのプログラムを起
動するためのボタンである。
【０１０２】
　図１４の状態から上矢印マーク４４をクリックすると、図１５に示す様に、切り出しボ
ックスの垂直方向の範囲が一つ上の階層までの高さ分だけ上方に拡張された結果として三
次元画像が切り出されて表示された状態となる。
【０１０３】
　一方、図１４の状態から下矢印マーク４５をクリックすると、図１６に示す様に、切り
出しボックスの垂直方向の範囲が一つ下の階層までの高さ分だけ下方に拡張された結果と
して三次元画像が切り出されて表示された状態となる。
【０１０４】
　また、図１４の状態から「透」マーク４６をクリックすると、図１７に示す様に、ソリ
ッドモデル表示では隠れていた背面側の線も表示される。なお、このとき、背面側の線で
あることが分かる様に、ソリッドモデルとして表示した場合の面は着色状態としたままで
、この面の背面に背面側の線が透けて見える様な表示態様にしている。
【０１０５】
　また、この図１７のスケルトン表示のときに、いずれかの構造材を指定してクリックす
ると図１８に示す様に、指定された構造材５１の色を変更する。また、構造材を指定して
ダブルクリックすると、図１９に示す様に、当該構造材が消えた状態の表示に変更する。
この結果、構造材の内部を貫通する様に取り付ける金物が最前画面として見える状態とな
る。この結果、図１９の表示状態で三次元画像を回転させると、図２０に示す様に、金物
及び表示から消した構造材のホゾが嵌るホゾ穴がハッキリと見えた状態にすることができ
る。そして、この図２０の状態で金物５２を指定してダブルクリックすると、この金物を
表示しない状態に変更することができる。この結果、図２１に示す様に、前述のホゾ穴を
しっかりと確認できる様になる。なお、これら表示から消された構造材や金物はデータと
しては保持されており、三次元表示エンジンによる表示対象から除外されただけである。
【０１０６】
　なお、本実施形態では、屋根のある階層では、図２２に示す様に、指定された範囲が含
まれる屋根の傾斜面５３と小屋裏の天井面５４とを線図で表示する。これは、屋根の傾斜
の方向に対して構造部材が正しく配置されていることを確認したり、小屋の収まり具合を
確認したりスル際の便宜を図ったものである。
【０１０７】
　図２３は、この屋根の階層のドーマーの辺りを範囲指定して切り出した三次元表示画面
を回転し、拡大した様子を示している。前述の屋根の傾斜面及び天井面が表示されること
で、回転操作を繰り返したとしても屋根面がどこであるかが分からなくなったりしない。
【０１０８】
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　ここで、本実施形態では、屋根の構造についてチェックが必要な箇所は、図２４に伏図
表示ウインドウ４１を拡大して示した様に、隅木やドーマーの辺りになることが多いこと
を考慮して、図中○印で示した様に、範囲指定を容易にするために予め、ドーマーや隅木
の端部に屋根構造表示指定位置４７を示してある。しかしながら、これらドーマー周辺部
などだけでなくチェックしたい場合には、図２５に示す様に任意の長方形範囲４８で指定
することにより、他の階層におけるチェックの場合と同様の機能を発揮することができる
様になっている。
【０１０９】
　また、本実施形態では、さらに、干渉チェック機能が追加されている。この干渉チェッ
ク機能は、図２６に示す様に、金物及び構造部材の名称リスト６１においてチェックをし
たもの同士が干渉しているか否かをチェックする機能である。なお、チェック対象は任意
に設定できるが、デフォルトとしては全ての金物同士、金物と構造部材の間での干渉をチ
ェックする様に設定されている。
【０１１０】
　図２７は、この干渉チェック機能を用いて干渉が生じている箇所をチェックしている様
子を示している。三次元表示ウインドウにおいて他の部材と色を変えて表示されているの
が干渉を起こしている部品６２，６３である。
【０１１１】
　次に、以上の機能を達成するためにインストールされているプログラムの内容を説明す
る。このプログラムは、ＣＡＤ装置により住宅の構造設計が完了している状態で起動する
と、まず、図２８に示す様に、表示すべき住宅の指定を要求する（Ｓ５１０）。この要求
に対して、オペレータが表示すべき住宅を指定すると（Ｓ５１０：ＹＥＳ）、続いて、表
示すべき階層の指定を要求する（Ｓ５２０）。この要求に対してオペレータが、表示すべ
き階層を指定すると（Ｓ５２０：ＹＥＳ）、ハードディスク３２のＣＡＤデータ記憶領域
から指定された住宅の指定された階層のデータを読み出し（Ｓ５３０）、当該住宅の当該
階層の構造材の配置を平面図（伏図）として表示する（Ｓ５４０）。
【０１１２】
　この状態において、表示プログラムは、オペレータが立体表示すべき箇所を指定するの
を待つ（Ｓ５５０）。オペレータは、マウス３６を操作して、図１３の伏図表示ウインド
ウ４１内に例示した様に、画面上に矩形の切り出し範囲を指定する。すると、切り出し範
囲に指定された矩形の四隅の位置座標を算出する（Ｓ５６０）。そして、これら４点の位
置座標のそれぞれについて、高さ方向の位置座標に所定値をプラスした上方の４点の位置
座標と、所定値をマイナスした下方の４点の位置座標とを算出する（Ｓ５６５）。こうし
て算出された上方４点と下方４点の計８点の位置座標によって特定される直方体を切り出
しボックスとして、当該切り出しボックス内に含まれる構造材を特定する（Ｓ５７０）。
【０１１３】
　ここで、切り出しボックス内に含まれるとは、全部が含まれるものと一部が含まれるも
のの両方を意味する。こうして切り出しボックス内に含まれている構造材を特定したら、
さらに、切り出しボックスの最外面と交差する構造材を特定する（Ｓ５８０）。
【０１１４】
　このＳ５７０，Ｓ５８０の演算処理は、第１実施形態のＳ７０，Ｓ８０の演算処理と同
じ処理である。
【０１１５】
　次に、切り出しボックスの最外面と交差する構造材として特定したものについて、当該
交差した面で切断した切断面の位置座標を算出する（Ｓ５９０）。続いて、Ｓ５８０で特
定した構造材の全てについて、切り出しボックスの最外面と交差しないものはＣＡＤデー
タそのままのソリッドモデルとして、一方切断面の位置座標が算出された構造材について
は、当該切断面を端部とするソリッドモデルとして立体画像データを生成する（Ｓ６００
）。
【０１１６】
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　続いて、切り出しボックス内に含まれる金物を特定する（Ｓ６１０）。この金物の特定
も、表示対象として指定された住宅のＣＡＤデータに基づいて実施される。即ち、ＣＡＤ
による設計が完了した状態においては、金物についても、取付位置や取付方向等が座標デ
ータとして特定し得る状態になっているのである。
【０１１７】
　こうして切り出しボックス内に含まれる金物を特定したら、これらについてもソリッド
モデルの立体画像データを生成する（Ｓ６２０）。そして、金物の立体画像データと、先
に生成した構造材の立体画像データとをディスプレイ３４の三次元表示ウインドウ４２に
表示する（Ｓ６３０）。このとき、構造材と金物の立体画像の座標が重なる場合は、構造
材が前面側となる様に表示する。従って、構造材の端部に設けられる金物は、端部から飛
び出している部分だけが画像として表示される。そして、切り出しボックス内に存在して
いても、構造材と構造材の内部に埋設された状態となる金物は表示されない。
【０１１８】
　こうして立体画像を表示しても、オペレータが回転を指示しないままだと、図１３の三
次元表示ウインドウ４２に示す様に、切り出した部分が上方から見た状態で、一見、伏図
の一部が表示されているだけの様に見える。しかし、オペレータがマウス操作によって回
転を指示すると（Ｓ６４０→Ｓ６５０）、三次元表示エンジンの機能により、指令された
方向に指令された角度だけ立体画像の回転が行われる（Ｓ６６０）。
【０１１９】
　また、図２９に示す様に、オペレータがマウス操作によって移動を指令した場合は（Ｓ
６４０→Ｓ６５２）、指令された方向に指令された量だけ画像を移動させる（Ｓ６６２）
。さらに、オペレータがマウス操作によって拡大を指令した場合は（Ｓ６４０→Ｓ６５４
）、指令された拡大率に基づいて画像を拡大し（Ｓ６６４）、逆に、縮小を指令した場合
は（Ｓ６４０→Ｓ６５６）、指令された縮小率に基づいて画像を縮小する（Ｓ６６６）。
これらは、三次元表示エンジンとして一般的に知られている機能である。一般の三次元エ
ンジンと異なるのは、切り出しボックス内だけがソリッドモデルとして表示されている点
である。また、三次元表示ウインドウの左には、伏図表示ウインドウ４１が、切り出しを
指定した範囲が矩形の枠で表示されている。従って、例えば、途中で作業を中断した場合
にも、伏図表示ウインドウ４１を見れば、現在、チェックのために三次元表示ウインドウ
に表示しているのがどの辺りの構造であるかが容易に理解できる。
【０１２０】
　また、三次元表示ウインドウ４２内に示されている上矢印マーク４４をクリックするこ
とにより（Ｓ６４０→Ｓ６５７）、現在表示中の構造材を一つ上の階層まで表示する上伸
ばしルーチン（Ｓ７００）が起動される。また、三次元表示ウインドウ４２内に示されて
いる下矢印マーク４５をクリックすることにより（Ｓ６４０→Ｓ６５８）、現在表示中の
構造材を一つ下の階層まで表示する下伸ばしルーチン（Ｓ８００）が起動される。さらに
、三次元表示ウインドウ４２内に示されている「透」マーク４６をクリックすることによ
り（Ｓ６４０→Ｓ６５９）、現在表示中の画像をソリッドモデル表示とスケルトンモデル
表示の切り替えをする表示切替ルーチン（Ｓ９００）が起動される。
【０１２１】
　上伸ばしルーチンでは、図３０に示す様に、Ｓ５６５で決定した切り出しボックスの８
点の位置座標の内、上の４点の位置座標に対して、階層間高さを加えた結果を上面とする
切り出しボックスに変更する（Ｓ７１０）。そして、Ｓ５７０～Ｓ６００と同様に、この
変更後の切り出しボックス内に含まれる構造材を特定し、切り出しボックスの最外面と交
差する構造材については切断面の位置座標を算出し、切り出しボックスの最外面と交差し
ないものはＣＡＤデータそのままのソリッドモデルとして、一方切断面の位置座標が算出
された構造材については、当該切断面を端部とするソリッドモデルとして立体画像データ
を生成する（Ｓ７２０～Ｓ７５０）。
【０１２２】
　続いて、Ｓ６１０～Ｓ６３０と同様に、Ｓ７１０で変更された後の切り出しボックス内
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に含まれる金物を特定すると共に、そのソリッドモデルの立体画像データを生成し、継構
造材の立体画像データとをディスプレイ３４の三次元表示ウインドウ４２に表示する（Ｓ
７６０～Ｓ７８０）。
【０１２３】
　下伸ばしルーチンでは、図３１に示す様に、Ｓ５６５で決定した切り出しボックスの８
点の位置座標の内、下の４点の位置座標に対して、階層間高さを減じた結果を下面とする
切り出しボックスに変更する（Ｓ８１０）。そして、Ｓ５７０～Ｓ６００と同様に、この
変更後の切り出しボックス内に含まれる構造材を特定し、切り出しボックスの最外面と交
差する構造材については切断面の位置座標を算出し、切り出しボックスの最外面と交差し
ないものはＣＡＤデータそのままのソリッドモデルとして、一方切断面の位置座標が算出
された構造材については、当該切断面を端部とするソリッドモデルとして立体画像データ
を生成する（Ｓ８２０～Ｓ８５０）。
【０１２４】
　続いて、Ｓ６１０～Ｓ６３０と同様に、Ｓ８１０で変更された後の切り出しボックス内
に含まれる金物を特定すると共に、そのソリッドモデルの立体画像データを生成し、継構
造材の立体画像データとをディスプレイ３４の三次元表示ウインドウ４２に表示する（Ｓ
８６０～Ｓ８８０）。
【０１２５】
　表示切替ルーチンでは、図３２に示す様に、現在の表示状態がソリッドモデル表示であ
るときは（Ｓ９１０：ＹＥＳ）、各構造部材の外形線が全て表示されたスケルトンモデル
の表示に切り替える（Ｓ９２０）。一方、現在の表示状態がスケルトンモデル表示である
ときは（Ｓ９１０：ＮＯ）、構造部材をソリッドモデルに戻す（Ｓ９３０）。なお、スケ
ルトンモデル表示のときも金物はソリッドモデルで表示する。
【０１２６】
　また、本実施形態では、三次元表示ウインドウ４２内に表示されている構造材及び金物
（以下、「部品」という。）の中のいずれかが１回クリックされると（Ｓ６７１）、クリ
ックされた部品の色を変更して目立たせる（Ｓ６７２）。また、ダブルクリックされた場
合は（Ｓ６７３）、当該部品を非表示状態にする（Ｓ６７４）。
【０１２７】
　以上の様な処理を実施する結果、先に説明した図１２～図２５に示した様なビューア表
示が実施される。なお、屋根の階層を表示する場合は、上述した矩形で切り出し範囲を指
定する方法の他に、図２４に示した○印の箇所を指定することにより自動的に矩形の範囲
を決定し、その矩形の範囲に基づいてＳ５７０以下の処理を実行させる方法も備えている
。これは、住宅最上層の屋根の構造はほぼ同様の部材の組み方をするので、チェックすべ
き箇所も自ずと特定の部位になる場合が多いことから、範囲指定の手間を省くために備わ
った機能である。
【０１２８】
　なお、図３３に示す様に、他の階層への表示の変更が指令されたときはＳ５３０へ戻り
（Ｓ６７１）、チェック箇所の変更が指令されたときはＳ５６０へ戻り（Ｓ６７２）、住
宅の変更が指令されたときはＳ５２０へ戻る（Ｓ６７３）。そして、終了が指令されたと
きは、本プログラムを終了する（Ｓ６７４）。
【０１２９】
　次に、金物同士、金物と構造材との干渉が発生しているか否かをチェックするためのエ
ラーチェックプログラムについて説明する。図３４に示す様に、このエラーチェックプロ
グラムが起動されると、図２６に示した様なチェック対象を特定するための名称リストを
表示する（Ｓ１０１０）。この名称リストは、デフォルトとして全ての金物及び構造部材
（以下、「部品」という。）をチェック対象としている。従って、チェック対象から除外
したいときは、名称リストのチェックボックスのチェックマークを外すことができる。
【０１３０】
　チェック開始が指令されたら（Ｓ１０２０）、名称リストにおいてチェックマークが付
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されている部品を設計データから抽出すると共に（Ｓ１０３０）、三次元表示エンジンに
よってソリッドモデルとして把握されている部品毎の占有範囲を読み込む（Ｓ１０４０）
。
【０１３１】
　次に、Ｓ１０４０で占有範囲を読み込んだ部品の中から、金物の一つを判定基準に設定
する（Ｓ１０５０）。そして、この判定基準の金物を中心とする切り出しボックスを設定
する（Ｓ１０６０）。この切り出しボックスは、金物の種類に応じて、当該金物のソリッ
ドモデルの規準位置（例えば、重心）を原点とする直方体の領域として予め設定されてい
る。こうして切り出しボックスが設定されると、この切り出しボックス内に含まれる部品
を特定する（Ｓ１０７０）。次に、こうして特定した各部品と、判定基準の金物とを、そ
れらの占有範囲同士を比較して、エラー判定条件に合致しているか否かを判定する（Ｓ１
０８０）。
【０１３２】
　ここで、占有範囲同士が重なっているときはエラーと判定する。占有範囲同士が重なっ
ていない場合であっても、占有範囲同士の間に、エラー判定条件としての空間を確保でき
ない場合もエラーと判定する。なお、この方法は、占有範囲をソリッドモデルのボリュー
ム自体とした場合の方法である。この方法の他に、金物については、そのネジ締め等のス
ペースを考慮して、ボリューム自体よりも大きな直方体あるいは球体などを占有範囲とし
て設定しておくこともできる。この場合は、占有範囲同士が重なっているか否かがエラー
判定条件となる。
【０１３３】
　こうしてエラー判定を実施した結果、エラーと判定された部品がある場合は、その判定
結果をエラーリスト表示する（Ｓ１０９０）。このエラーリストは、判定基準の金物の名
称と、当金物と干渉を起こすと判定された部品の名称とを一覧にしたもので、データ的に
は、判定基準の金物の規準位置（例えば、重心）を特定できる様になっている。従って、
オペレータが、このエラーリストの中で確認しようとする行をクリックすると（Ｓ１１０
０）、当該行の判定基準金物の規準位置を中心として、Ｓ１０５０と同様に切り出しボッ
クスを設定し（Ｓ１１１０）、Ｓ５７０と同様に、当該切り出しボックス内に含まれる構
造材を特定する（Ｓ１１２０）。
【０１３４】
　以下、Ｓ５８０～Ｓ６２０と同様に、切り出しボックスと交差する構造材の切断面の位
置座標を算出し、構造材の立体画像データを生成し、切り出しボックス内の金物を特定し
て立体画像データを生成する（Ｓ１１３０～Ｓ１１７０）。そして、エラーリストの対象
行において特定された部品については、判定基準金物を赤色のソリッドモデルとし、当該
判定基準金物に対して干渉していると判定された部品を青色のソリッドモデルとして一目
で分かる様にした状態で、Ｓ６３０と同様の三次元画像表示を実行する（Ｓ１１８０）。
【０１３５】
　この結果、図２６に例示した様に、一目で干渉箇所を理解できる画像が表示される。こ
れにより、干渉の状況を把握し、部品の位置をどの程度、どの方向に移動したら干渉を避
けることができるかをイメージとして容易に認識することができる。
【０１３６】
　こうして干渉箇所を認識した後、図３５に示す金物編集ルーチン（Ｓ１２００）や、図
３６に示す構造材編集ルーチン（Ｓ１４００）を起動して修正作業を実施することができ
る。
【０１３７】
　金物編集ルーチンでは、オペレータによる金物の指定を待ち（Ｓ１２１０）、マウスク
リック等の操作によって金物が指定されたら（Ｓ１２１０：ＹＥＳ）、次に、マウスドラ
ッグによって指定された金物について移動が指令されたか、あるいはマウス右クリックに
よって金物の変更が指令されたかを判定する（Ｓ１２２０，Ｓ１２３０）。
【０１３８】
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　金物の移動が指令されたときは（Ｓ１２２０：ＹＥＳ）、マウスのドラッグ方向及びド
ラッグ量に基づいて、指定された金物の画像を移動する（Ｓ１２４０）。そして、位置決
定が指令されたら（Ｓ１２５０：ＹＥＳ）、ＣＡＤデータにおける当該金物の取付位置情
報を移動後の新たな座標データに基づいて更新する（Ｓ１２６０）。
【０１３９】
　また、金物の変更が指令されたときは（Ｓ１２３０：ＹＥＳ）、指定された金物と同種
の金物として選択可能な金物リスト一覧を表示する（Ｓ１２７０）。このとき、現在の金
物の欄をブリンクや色違い表示などによって分かりやすく表示する。そして、オペレータ
が金物リスト一覧から金物を選択するのを待ち（Ｓ１２８０）、選択がなされたら、金物
リスト一覧を消して立体画像表示の状態に戻すと共に（Ｓ１２９０）、新たに選択された
金物のデータに基づいて、金物の画像を変更する（Ｓ１３００）。そして、決定が指令さ
れたら（Ｓ１３１０：ＹＥＳ）、ＣＡＤデータにおける当該取付位置の金物の種類を新た
に選択されたものへと更新する（Ｓ１３２０）。
【０１４０】
　構造材編集ルーチンは、構造材の指定を待ち、指定されたら寸法変更の入力を待ち、入
力されたら当該構造材について寸法変更した画像を生成して表示し、決定入力を待って、
ＣＡＤデータ中の当該構造材の寸法データを更新する様にしたルーチン（Ｓ１４１０～Ｓ
１４５０）である。
【０１４１】
　以上説明した様に、第２実施形態によれば、多数の横架材や柱材などによって構成され
る住宅の構造の一部を、指定した範囲内についてだけ立体的な表示とすることができる。
このとき、伏図及び指定した範囲を伏図表示ウインドウ４１に表示しているから、作業を
中断するなどした場合にも、どこをチェックしていたかを容易に知ることができる。
【０１４２】
　また、エラーチェック機能により、設計データの中の修正が必要な部分を特定し、これ
も部分的に切り出して三次元表示することで、どの様な干渉が起こっているかを容易に確
認することができ、その修正方法を速やかに検討することができる。
【０１４３】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上述した実施の形態に限られ
ることなく、その要旨を逸脱しない範囲内において、さらに種々の態様にて実施すること
ができる。
【０１４４】
　例えば、壁材等のパネルについても、切り出しボックス内に存在するものは切り出しボ
ックスとの交差面で切断したソリッドモデルとして表示する様にしてもよい。
【０１４５】
　また、切り出しボックス内において、構造材と共に家具・調度品を線図等で重ねて表示
したり、あるいは家具・調度品を立体画像で表示する様にしてもよい。この場合、家具・
調度品の表示方法においては、金物の場合の様に、切り出しボックスの最外面との交差面
で切断することなく表示するとよい。例えば、２階の洋室にピアノを置くという様な場合
に、その位置の床の補強が十分であることを施主にビジュアルに表示するといった使用方
法においても本発明の構造材の表示方法は有効である。
【０１４６】
　さらに、金物工法に限らず、在来工法の継手・仕口を実施形態において金物を表示した
のと同様の手法で表示し、また、その位置やサイズの変更等をビジュアル操作で実施でき
る様にしても構わない。この場合、在来工法の継手・仕口は、継手・仕口の種類及びサイ
ズ等に基づいてソリッドモデルとして描画可能なデータを準備しておき、金物と同様に、
切り出しボックス１０と交差しても切断しない様にしておくと分かりやすい。
【０１４７】
　加えて、実施形態では、切り出しボックスのサイズの指定について特に説明しなかった
が、オペレータが切り出しボックスのサイズを任意に指定できる様にしてもよいことはも
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ちろんである。また、立方体の切り出しボックスに限らず、本発明における範囲指定手段
としては、直方体のボックスを用いてもよいし、球体とすることも否定するものではない
。
【０１４８】
　また、第１実施形態においても、第２実施形態と同様に、構造材についても切り出しボ
ックス１０内に表示されたものの梁成を変更することができる様にしておいて、ＣＡＤデ
ータを書き換える様にしてもよい。この場合、マウス操作による入力ではなく、数値入力
により、例えば、梁成を１０５ｍｍから１２０ｍｍに変更するといった操作にしておくと
よい。金物の移動量についても、マウスドラッグではなく、数値入力によって移動量を指
定する様にしてもよい。この場合、図１０に示した様に、構造材の指定を待ち、指定され
たら寸法変更の入力を待ち、入力されたら当該構造材について寸法変更した画像を生成し
て表示し、決定入力を待って、ＣＡＤデータ中の当該構造材の寸法データを更新する様に
した構造材編集ルーチン（Ｓ４１０～Ｓ４５０）を表示プログラムとリンクさせておくと
よい。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】第１実施形態の装置構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態における間取りの表示状態を例示する説明図である。
【図３】第１実施形態における伏図の表示状態を例示する説明図である。
【図４】第１実施形態における切り出しボックスの生成状態を例示する説明図である。
【図５】第１実施形態における画像の回転表示の状態を例示する説明図である。
【図６】第１実施形態における画像の拡大表示の状態を例示する説明図である。
【図７】第１実施形態における表示プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【図８】第１実施形態における表示プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【図９】第１実施形態における金物編集ルーチンの処理手順を示すフローチャートである
。
【図１０】第１実施形態に対する変形態様における構造材編集ルーチンの処理手順を示す
フローチャートである。
【図１１】第２実施形態の装置構成を示すブロック図である。
【図１２】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図１３】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図１４】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図１５】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図１６】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図１７】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図１８】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図１９】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図２０】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図２１】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図２２】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図２３】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図２４】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図２５】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図２６】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図２７】第２実施形態におけるビューア表示を例示する説明図である。
【図２８】第２実施形態における表示プログラムの処理手順を示すフローチャートである
。
【図２９】第２実施形態における表示プログラムの処理手順を示すフローチャートである
。
【図３０】第２実施形態における表示プログラムの上伸ばしルーチンのフローチャートで
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ある。
【図３１】第２実施形態における表示プログラムの下伸ばしルーチンのフローチャートで
ある。
【図３２】第２実施形態における表示プログラムの表示切替ルーチンのフローチャートで
ある。
【図３３】第２実施形態における表示プログラムの処理手順を示すフローチャートである
。
【図３４】第２実施形態におけるエラーチェックプログラムの処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図３５】第２実施形態における金物編集ルーチンの処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図３６】第２実施形態における構造材編集ルーチンの処理手順を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【０１５０】
　　１・・・プレカット加工データ作成支援装置
　　２・・・ハードディスク
　　３・・・パーソナルコンピュータ
　　４・・・ディスプレイ
　　５・・・キーボード
　　６・・・マウス
　　７・・・ＣＤ－ＲＯＭドライブ
　　８・・・ＦＤドライブ
　　９・・・プリンタ
　１０・・・切り出しボックス
　２１，２２・・・金物
　３１・・・プレカット加工データ作成支援装置
　３２・・・ハードディスク
　３３・・・パーソナルコンピュータ
　３４・・・ディスプレイ
　３５・・・キーボード
　３６・・・マウス
　３７・・・ＣＤ－ＲＯＭドライブ
　３８・・・ＦＤドライブ
　３９・・・プリンタ
　４０・・・ビューア画面
　４１・・・伏図表示ウインドウ
　４２・・・三次元表示ウインドウ
　４３・・・切り出し範囲
　４４・・・上矢印マーク
　４５・・・下矢印マーク
　４６・・・「透」マーク
　４７・・・屋根構造表示指定位置
　４８・・・屋根の指定における長方形範囲
　５１・・・指定された構造材
　５２・・・指定された金物
　５３・・・屋根の傾斜面
　５４・・・小屋裏の天井面
　６１・・・名称リスト
　６２，６３・・・干渉を起こしている部品
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